
倫理委員会 

委 員 長：深水 秀一 

委 員：岩波 正陽、岸邊 美幸、田邊 毅、林 明照、舟山 恵美、 

        八巻  隆 

外部委員：大磯義一郎、北河 隆之、中木 敏夫 

開催年月日：メール委員会を適宜行った。  

主な議題：１．専門医認定委員会からあずかった「専門医認定手続きにおける個人情

報取り扱いに対する対応措置」について審議した。 

活動の概要：１．臍帯血輸血に係わる再生医療法違反の問題で、理事会では懲罰規定を

確認の上処分を決めた方が良いのではないかという意見があった。

懲罰規定には「当該行為に係る調査特別委員会を設立し」とあるが、

行政処分がはっきりしてから検討することになった。その結果、行政

処分を受けた医師の中に本学会員は含まれていなかった。この件に

ついては、引き続き他学会の動向を見守る予定である。 

      ２．懲罰規定を下記の通り変更し、理事会で承認された。 

       【旧】（処分の決定） 

        第４条 理事会は、第３条に規定する行為をなした疑いのある会員

の存在が判明したときは、直ちに当該行為に係わる調査特別委員会

を設立し、その事実の有無、内容、程度、状況等を調査させなければ

ならない。 

       【新】（処分の決定） 

        第４条 理事会は、第３条に規定する行為をなした疑いのある会員

の存在が判明したときは、必要に応じ当該行為に係わる調査特別委

員会等を設立し、その事実の有無、内容、程度、状況等を調査させな

ければならない。 

       ３．厚生労働省医政局研究開発振興課より、造血幹細胞移植法上の「造

血幹細胞移植」の解釈の明確化に係る通知が学会宛に送られてきた

ため、ホームページに掲載した。 

              ４．日形会誌投稿規定に関する倫理承認について機関誌編集委員会ＷＧ

で議論を行った。 

 

利益相反部会 

部 会 長：深水 秀一 

委 員：佐武 利彦、鈴木 健司、篠山 美香、力丸 英明 

外 部 委 員：北河 隆之 

活動の概要：１．ガイドライン改訂作業に携わる班長と班員に対して自己申告書送付  

        を行い、全員から回収できた。 


